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　4．片状・塊状廃材の副生状況

　第11表に片状・塊状廃材の種類別，業種別副生量

を，第12表にその支庁別分布をまとめた。ここに云う

片状・塊状廃材とは，背板類，端尺材，むき心，単合

板屑など比較的大型の廃材を指す。

　片状・塊状廃材（以下大型廃材と記す）の副生量は

全道で，年間約134万m3，65万tに上り，その76％は

製材の背板類，合板のむき心などの端材で占められて

いる。業種別にみると，大型廃材の約60％が製材工場

で，残りのほとんどは合単板工場で排出され，パーチ

クルボード工場に由来するものはわずか1％に過ぎな

い。しかし，この業種別分布は支庁によってかなり異

っており，石狩，宗谷支庁管内では約9割を，釧路，

根室支庁管内では7～8割を製材工場の廃材で占めて

いる。また逆に日高，留萌，後志，渡島支庁管内の大

型廃材のうち製材廃材はう割以下であって，全道平均

よりも合板工場に対する依存度が高い。

　大型廃材の副生量はまた支庁によっていちじるしく

異なる。1支庁あたりの平均副生量は，約9．5万m3，

4．6万tであるが，これを上廻る支庁は網走，上川，日

高，十勝，空知の5支庁に過ぎず，しかもこの5支庁

における副生量の計は，全道の大型廃材の約75％を占

めている。ことに網走，上川支庁の副生量はそれぞれ

12．5万t，11万tと群を抜いて多く，両者で全体の36％

を占める。

　支庁ごとの1市町村あたりの平均副生量も支庁によ

っていちじるしく異り，日高支庁が7千tで群を抜い

ているほか，網走，上川，釧路の3支庁が全通平均（

約3千t）を上廻った。

　市町村ごとの副生量については，紙面の都合上デー

タを省略したが，全道251市町村のうち全道平均を上

廻ったのは50市町村に過ぎず，このうち旭川市が4

万tを越えたほか，3万t台が2町，2万t台が2町，

1万t台が8市町に上っている。第12表に示すように

支庁全体の副生量が旭川市を下廻るものが8支庁もあ

り，2万tにも満たない支庁が3支庁あることからみ

ても，これらの市町村における副生量がいかに多いか

理解できるであろう。こうして，ほとんどの支庁で大

型廃材の70％以上が，管内の1／3程度の特定市町村に

集中する。ことに石狩（札幌市のみで76％），後志（

第11表　大型廃材の業種別副生状況　（全道）
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第12表　大型廃材の支庁別副生状況

　第13表  樹皮・細粒状廃材の業種別副生状況（全道）

小樽市のみで85％），檜山（上ノ国町，厚沢部町で72

％），胆振（苫小牧市，白老町，早来町で85％），日

高（静内町，平取町で73％），釧路（釧路市，白糠町

で72％）などの各支庁管内でこの傾向が強い。

　5．樹皮，細粒状廃材の副生状況

　樹皮，細粒状廃材の種類別，業種別副生量を第13表

に，その支庁別分布を第14表にまとめた。市町村ごと

の副生状況については次回報告する予定なので，本項

では全道的な概要をのべるに止める。

　北海道における樹皮，細粒状廃材の年間総量は179

万m3，89万tに達し，このうち樹皮が98万m3，49万t

でほぼ55％（重量百分率，以下同）を占める。細粒状

廃材の中ではのこ屑額が最も多く，全体の25％，細粒

状廃材のうう％で，残りのほとんどはチップ屑である。

またプレーナ屑は全体の3％以下である。

　業種別にみると，製材工場が最右翼で樹皮の40％，

細粒状廃材の55％を排出し，次いでチップ工場が樹皮

の27％細粒状廃材の22％を，このほか床板工場のプ

レーナ層を加えると製材関連工場で，樹皮，細粒状廃

材総量の約75％を排出していることになる。また紙パ
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第14表　樹皮・細粒状廃材の支庁別副生状況

ルプ工場は1工場あたりの生産規模が大きいので，工

場数の割に廃材量も多く，5支庁，8市町に散在する

10工場で，全道の樹皮の27％，細粒状廃材の13％を占

める。もちろん，紙パルプ工場の存在する支庁および

市町村における比率は当然これよりもはるかに高く，

たとえば，白老町，苫小牧市に3工場を抱える胆振支

庁では，樹皮の実に70％，細粒状廃材の49％を紙パル

プ工場の廃材で占める。以下同様に釧路支庁で樹皮，

細粒状廃材のそれぞれ64％，34％，石狩支庁で32％，

13％，上川支庁で31％，16％を紙パルプ工場で排出し

ている。ただし網走支庁（紋別市と北見市に各1工場

1は例外で，紙パルプ工場廃材の占める割合は少な

く，樹皮の7％，細粒状廃材の3％であった。また，

市町村単位でみるとこの傾向は一層顕著であって，釧

路市（樹皮の89％，細粒状廃材の74％）を筆頭に，白

老町（同82％，84％），江別市（同78％，59％），苫

小牧市（同74％，54％）等々，これらの市町における

紙パルプ産業の比重はいちじるしく高い。

　支庁別にみると，網走，上川支庁が大型廃材の場合

と同様に最も多く，それぞれ15万t，14万tを排出し，

次いで胆振，釧路，十勝の各支庁が続く。これらの支

庁は，1支庁あたりの平均副生量6．3万tをはるかに上

廻り，この上位5支庁で，全道の樹皮・細粒状廃材総

量の約7割を占めている。最も少いところでは檜山支

庁の1．19万t（全道比1．3％），根室支庁の1．21万t（同

1．4％が目立つ。一方，支庁ごとの1市町村あたり

平均副生量でも，紙パルプ工場廃材の比重が高い釧

路，胆振支庁が，それぞれ1万t，7．8千t（樹皮・細

粒状廃材の計）と最も多く，次いで網走，日高，上

川，十勝，石狩の各支庁が4．6～5．8千tと，いづれも
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全道平均4．1千tを上廻った。檜山，後志，空知，渡島

の各支庁はいづれも2千t以下であった。

　木質廃材が鉱物資源をはじめとする他の工業原料に

くらべて地域分散型の資源であり，少量づつではある

が，いつでも，どこでも，比較的容易に入手可能な材

料であることは既にのべた。しかしこの調査結果は，

市町村はもとより，かなり広域的な支庁単位について

も木質廃材の分布にはいちじるしい凹凸のあることを

示している。この点は廃材の用途開拓にあたって十分

に配慮されなければならない条件の一つである。

　6．農園芸分野における堆厩肥の需給状況と木質廃

　　材堆肥の供給可能量

　支庁ごとの堆厩肥所要量と生産実績および樹皮，細

粒状廃材の副生量から計算した木質堆肥の最大供給可

能量を第15表にまとめた。

　全道的にみると，堆廐肥の所要量は827万tにも達す

るが、その生産実績は74万tであって，差引235万tが

不足している計算となる。これに対して木質堆肥の供

給可能量は，全道の樹皮・細粒状廃材のすべてを堆肥

化しても167万tであって，算術的にはこの全量を投入

してもなお100万t程度が不足している。なお，ここで

云う堆肥所要量は，本道の代表的な作物21種（前報第

8表参照）の〝本間〟における所要量であって，これ

らの苗床用の堆肥をはじめ，地域によってはかなりの

消費が見込まれるメロン，トマトなどの果菜類，花

卉，花木，園芸樹，林業苗畑用などの堆厩肥は計上し

ていない。したがって実際の不足量はさらに多くなる

はづである。

　こうした堆厩肥の需給事情は支庁によっていちじる

しく異なる。たとえば堆肥所要量が多いのは十勝，網

走，上川，空知の各支庁であって，この4支庁管内で

全道堆肥所要量の実に72％を占める。これらの地域で

は生産実績も多い（全道の60％）が，絶対量の不足も

大きく，管内の木質堆肥供給可能量をはるかに上廻っ

ている。逆に根室，釧路，日高，宗谷支庁管内におけ

る所要量は，合わせて全道の4％を占めるに過ぎず，

表に明らかなように生産実績が所要量を上廻っている

点でも特徴がある。

　蛇足であるが，ここで云う堆厩肥とは「堆肥」と「

厩肥」の総称であって，堆肥は稲藁，麦梓、野草，落

葉などの粗大有機物を堆積醗酵させたものであり，厩

肥は家畜の糞尿と敷料（藁梓類，牧草などを主として

用いる）の湿ったものを堆積醗酵させたものである。

北海道では，堆厩肥の中で厩肥の占める割合が甚だ高

く，全道平均で66％に及ぶ12）。厩肥の多くは採草地，

牧草地に還元されるので，一般畑作，園芸分野での需

給状況は第15表の数値よりもさらにきびしいと見るベ

きであろう。と

くに堆厩肥生産

量が所要量を上

廻る4支庁では

厩肥生産の割合

が高く，釧路支

庁の100％を筆

頭に，根室95

％，日高83％，

宗谷82％であっ

て12），この地域

でも飼料作物を

除く他の作物に

ついてみれば，

第15表　堆 厩 肥 の 支 庁 別 需 給 状 況
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必ずしも堆厩肥が潤沢とは云い難い。またこれらの支

庁では，田畑の面積に対する牧場面積の割合も高く，

全道平均24％に対し根室103％，釧路168％，日高71

％，宗谷59％であった2）。なお厩肥生産量が堆肥のそ

れを下廻る支庁は稲作の盛んな空知（32％），上川（

49％）のみとなっている。

　昭和42年，北海道農務部が行ったアンケート調査13）

によると，“堆厩肥が不足している”と答えた農家は

回答数の72％であり，ことに粗大有機物を自ら生産で

きない畑作農家では85％に上っている。比率的潤沢な

のは乳牛20頭以上の酪農経営であるが，それでも十分

まに合っているとするものはう3％に過ぎない。こうし

た状況を引起している原因としては，積込材料の不足

（33％）が最も多く，次いで労働力の不足（30％）が

上げられている。

　堆厩肥の材料は主として稲藁，麦稈など禾本科植物

の残凌が用いられるが，これらの収穫作業の機械化は

めざましく，子実のみ収穫し他の部分は細片化して

圃場に残す方式が急速に普及してきている。このため

他の畑作物や家畜の敷料のための粗大有機物の入手は

年を追って難かしくなり，より高値になっていると云

われる。一方，無畜畑作経営において急速に進みつつ

ある農業従事者の減少と経営規模拡大の傾向は，有機

物源の不足のみならず，労働力の不足からも多労的な

堆厩肥に依存する地力維持方式に制約をもたらしてい

る。この対応策の一つとして，輪作体系下での新鮮作

物茎葉の鋤込みと緑肥の併用が有効であると認められ

ており14），今後一層積極的な導入が期待されるわけで

あるが，これとても地域の事情や経営面積などの制約

があって，導入できない農家も少なくない。ともあ

れ，稲作のように自ら地力維持のための粗大有機物を

生産する作物を除けば，多かれ少なかれ堆厩肥が不足

しており，その材料を農業以外の分野に求めざるを得

ない状況にあることは容易に理解できよう。ここに木

質堆肥の進出の可能性がある。

　現在パルプ工場などで企業的に生産販売されている

木質廃材堆肥は全道でせいぜい1万t程度であって，

このほか林業苗畑や個々の農家で自給堆肥として用い

られる分を含めても，樹皮・細粒状廃材の副生量にく

らべると微々たる量と云わねばならない。木質堆肥が

土壌改良資材として秀れた機能を持ちながら15）このよ

うに普及の遅れている理由については十分検討する必

要があるが，価格の高いこと（1．5～2万／t）が1つ

の制約になっていることは明らかである。全国的にみ

ても，木質堆肥の主な用途は果樹，園芸樹，林業用

苗，たばこ，花卉，高級野菜，芝生の造成など収益性

の高い分野に限定されている。今後，製造コストや流

通経費の切詰めによって末端価格を引下げられる可能

性は十分あり，それだけ対象作物の巾もまた拡がって

くると思われる。もちろんこれにも限度があって，将

来もある程度こうした経済的な制約がつきまとうこと

は止むを得ない。したがって当面，各種作物の育苗用

の培養土材料，園芸作物用の堆肥など比較的集約的な

分野にねらいをつけ，これらの分野からの品質，価

格，包装単位・・等々の要請に対応できる製造技術を

確立して行く必要があろう。また，製造規模にもよる

が，在来の堆肥にくらべて製造労力が少なくてすむと

されており16）17），個々の農家で製造する自給堆肥とし

ての普及も一つのねらいであろう。

　木質堆肥が比較的狭い地域内での流通に適した資材

である以上，それぞれの地域の土壌，作物に密着した

施用技術を抜きにして定着することはできない。次回

は，こうした地域の作付状況などにも触れながら，市

町村ごとの樹皮・細粒状廃材の副生量，木質堆肥の供

給可能違およびこれに対応する園芸用堆肥所要量につ

いて述べることにする。
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